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検索多度津　防災のしおり

❶ 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない
・流速が速いため、木造家屋は倒壊す
るおそれがあります
・地面が削られ家屋は建物ごと崩落
するおそれがあります

※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水がひく
までの時間（浸水継続時間）は県のホーム
ページで確認することができます。

・ 水、食料、薬などの確保が困難になるほ
か、電気、ガス、水道、トイレなどの使用
ができなくなるおそれがあります

!

❷ 浸水する深さより高いところにいる
❸ 水がひくまで我慢でき、水・食料などの備
えが十分にある

総務課危機管理室　☎33－1110問

警戒レベル

4  「避難指示」で必ず避難しましょう！
　災害時に発令する避難情報のうち、警戒レベル４「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に統一されまし
た。これからは、「避難指示 (警戒レベル４)」が発令された場合は、危険な場所から全員避難しましょう。

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的

に避難するタイミングです。

町が指定した避難場所へ避難

安全なホテル・旅館へ避難

安全な親戚・知人宅へ避難

屋内安全確保

「避難」とは「難」を「避」けることです。小中学校などの避難所に行く
ことだけが避難ではありません。様々な避難行動を検討しましょう。
自分が住んでいる地域が洪水や土砂災害などの恐れ
があるかどうか、町の総合ハザードマップなどで確
認しておきましょう。

「避難」って何すればいいの？

避難の際には、水・食料・
懐中電灯・軍手・マスク・
消毒液・体温計などを
各自で持参しましょう。

普段から災害時に
避難することを
相談しておきましょう。
※ハザードマップで
　安全かどうかを
　確認しましょう。

通常の宿泊料が必要です。
事前に予約・確認
しましょう。
※ハザードマップで
　安全かどうかを
　確認しましょう。

ハザードマップで
以下の「３つの条件」を
確認し自宅にいても
大丈夫かを確認する
ことが必要です。

「３つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても
自宅に留まり安全を確保することも可能です

入って
 いると…

十分じゃ
 ないと…

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険
です。やむをえず車中泊する場合は、

浸水しないよう周囲の状況などを十分に確
認してください。

「防災行政無線放送内容確認ダイヤル」について
　台風などで防災行政無線の放送があっ
た際に、その放送内容が聞き取れなかっ
た場合は、次の番号に電話することで直
前の放送内容を確認することができま
す。また、町・県のホームページや緊急速
報メール等でも同様の内容が配信されま
すので、併せて
ご確認ください。

https://www.town.tadotsu.kagawa.jp

http://www.bousai-kagawa.jp/

放送内容確認ダイヤル

町ホームページ

かがわ防災Ｗｅｂポータル

☎ 33－1111

とるべき行動

命の危険
直ちに安全確保！

危険な場所から全員避難

避難に時間のかかる高
齢者等は危険な場所か
ら避難

早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

避難準備・
高齢者等避難開始

・避難指示（緊急）
・避難勧告

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

これまでの避難情報等

自らの避難行動を確認

５

４

３
２
１ 早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

高齢者等避難※３

避難指示※２

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

警戒レベル

緊急安全確保※１

新たな避難情報等 とるべき行動

こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

ひ な ん し じ

き ん き ゅ う あ ん ぜ ん か く ほ

災害の
おそれ高い
災害の
おそれ高い

災害発生
または切迫

災害の
おそれあり
災害の
おそれあり

気象状況悪化気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ
今後気象状況
悪化のおそれ

災害への心構えを高める
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●納付方法の変更について
　これまで後期高齢者医療保険料および国民健康保険税を滞納せ
ずに納めている方は、特別徴収から普通徴収に変更できます。ご
希望の方は、①通帳の届出印、②口座番号が分かる通帳等を
ご持参の上、税務課で手続きをお願いします。
　◆ 納付方法を変更しても、保険料・保険税の総額は変わりません。
　◆   過去2年間に、保険料・保険税を滞納したことがある方は、変

更をお断りさせていただく場合があります。　　
　◆   変更後に引落口座の残高不足などで振替不能になった場合は、

年金からの特別徴収に切り替わることがあります。納期限前
は引落口座の残高確認をお願いします。

●保険料の軽減について

●申告のお願い
　保険料の算定のため、国民健康保険
や介護保険第１号被保険者（65歳以上
の方）または、後期高齢者医療保険被
保険者（75歳以上の方）およびその世
帯主は、収入の多少にかかわらず必ず
申告をしてください。
　また、未申告の方は介護保険料が基
準額になります。申告の結果、保険料
が安くなる場合がありますので、必ず
申告をしてください。

後期高齢者医療保険料・国民健康保険税・介護保険料について

7月10日付で
通知します。
内容をご確認の上、
忘れず
納めましょう。

※ 保険料の賦課期日は4月1日です。（年度途中で被保険者資格を取得された方の賦課期
日は、資格取得日）

※ 年度途中で75歳になった方は75歳になった月から、県外から転入された方は転入月
から、県外へ転出された方は転出した前月分まで保険料がかかります。

令和３年中の所得は、総
所得金額と山林所得、そ
の他所得の合計額です。

●納付方法と納期限

軽減割合 総所得金額等の合計金額が下記に該当する世帯
7割 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下　

5割 43万円＋（28.5万円×被保険者数）＋10万円
×（給与所得者等の数－1）以下

2割 43万円＋（52万円×被保険者数）＋10万円
×（給与所得者等の数－1）以下

納付方法 後期高齢者医療保険料 国民健康保険税・介護保険料
普通徴収 ・1期～8期までを普通徴収 ・1期～6期までを普通徴収

普通徴収と
特別徴収の併用

・1期～3期までは普通徴収
・ 4期以降は10月、12月、2月

の年金から天引き

・1期・2期は普通徴収
・ 3期以降は10月、12月、2月

の年金から天引き
特別徴収 ・4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から天引き

納
期
限

後期高齢者医療保険料 国民健康保険税・介護保険料
1期：  8月  1日（月） 1期：  8月  1日（月）2期：  8月31日（水）
3期：  9月30日（金） 2期：  9月30日（金）
4期：10月31日（月） 3期：10月31日（月）
5期：11月30日（水） 4期：11月30日（水）
6期：12月27日（火） 5期：12月27日（火）
7期：  1月31日（火） 6期：  1月31日（火）8期：  2月28日（火）

Q 普通徴収とは？
A   納付書または口座振替に

より保険税・保険料を納め
ます。

　   バーコード記載のある納
期限内の納付書の場合、ス
マホ決済も利用可能です。

Q 特別徴収とは？
A   年金からの天引きで、保険

税・保険料を納めます。

所得割額
基礎控除後の令和３年中の総所得×所得割率（9.80％）＋

※給与所得者等…給与所得がある方または公的年金等に係る所得がある方

　被保険者の資格を取得した日の
前日に被用者保険の被扶養者で
あった方は、所得割額の負担はな
く、資格取得後2年を経過する月ま
での間に限り、均等割額が5割軽減
されます。ただし左記の、均等割
額の軽減にも該当する方は、いず
れか大きい方の額が軽減されます。

均等割額の軽減

■後期高齢者医療保険料

税 務 課からのお知らせ　問  ☎33-1118

被扶養者であった方の軽減

保険料額
限度額66万円

均等割額
50,800円＝
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世帯主および国保加入者の合計総所得金額等 軽減率
43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 7割
43万円＋（28万5千円×加入者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 5割
43万円＋（52万円×加入者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 2割

税 務 課からのお知らせ　問  ☎33-1118

※課税標準額とは、各被保険者（国保加入者）の「総所得金額等－43万円」の合計額のことです。
※納税義務者は世帯主です。　　　※「介護保険分」は40 ～ 64歳の国保加入者が対象です。
※ 令和4年度に、介護保険の第1号被保険者（65歳～）へ移行される方の介護保険分は、「誕生日の前日が属する月」の前月

分までの月割りで計算されています。
※ 令和4年度に、後期高齢者医療保険（75歳～）へ移行される方の国民健康保険税は、「誕生日の属する月」の前月分まで

の月割りで計算されています。

保険税額 介護保険分医療保険分 後期高齢者支援金分＝ ＋ ＋

計算方法 医療保険分
（限度額65万円）

後期高齢者支援金分
（限度額20万円）

介護保険分
（限度額17万円）

所得割額 課税標準額×税率 7.6％ 2.1％ 2.1％
均等割額 1人あたり 30,000円 8,800円 9,200円
平等割額 1世帯あたり 20,000円 6,000円 4,400円

●保険税の軽減について

●未就学児にかかる均等割の減額について

※加入者…同一世帯に属する国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含む。
※給与所得者等…給与所得がある方または公的年金等に係る所得がある方
　＋10万円×（給与所得者等の数－1）は給与所得者等が2人以上いる世帯の場合、適用となります。
※ 離職された方（非自発的失業者）の保険税は、前年中の給与所得を100分の30とみなして算定します。
　 ただし、手続きが必要ですので、制度の詳細や手続きについては、町ホームページをご覧いただくか、税務課

へお問い合わせください。

　低所得者の均等割額と平等割額の負担を軽減する制度があります。国保加入者でない世帯主の所得も
軽減判定の対象になります（保険税の課税対象にはなりません）。
　未申告の場合、軽減の対象となりません。確定申告が必要ない方も、住民税の申告をしてください。

　令和4年度から、未就学児（6歳に達する日以後最初の3月31日以前である方）にかかる均等割額につ
いて、2分の1が減額されます。7・5・2割軽減が適用されている場合、さらに2分の1に減額されます。

　65歳以上（第1号被保険者）の方の保険料は、令和3年中の所得に応じて9段階に分かれています。

所得段階 対　　象　　者 保険料の
調整率

保険料
（年額）

第１段階
本
人
町
民
税
非
課
税

世
帯
町
民
税

非
課
税

・生活保護受給者　・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ×0.3 21,960円

第２段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え
120万円以下の方 ×0.5 36,600円

第３段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 ×0.7 51,240円
第４段階 世

帯
町
民
税

課
税

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ×0.9 65,880円

第５段階 ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方
・未申告の方 基準額 73,200円

第６段階 本
人
町
民
税
課
税

本人の合計所得金額が120万円未満の方 ×1.2 87,840円
第７段階 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 ×1.3 95,160円
第８段階 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 ×1.5 109,800円
第９段階 本人の合計所得金額が320万円以上の方 ×1.7 124,440円

■国民健康保険税　令和4年の地方税法施行令改正に伴い、賦課限度額が変更になりました。

■介護保険料
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利 用 者 負 担 段 階

居 住 費 等 食　費

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

第
１
段
階

・生活保護を受給している方
・  世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年

金を受給している方
820円 490円

490円
（320円） 0円 300円

第
２
段
階

・  世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額と課税・非課税年金収入額
の合計が年間 80 万円以下の方

490円
（420円）

370円

390円 600円

第
３
段
階

第３段階
①

世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税・
非課税年金収入額の合計が
80万円超120万円以下の方

1,310円 1,310円
（820円）

650円 1,000円

第３段階
②

世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税・
非課税年金収入額の合計が
120万円超の方

1,360円 1,300円

介護保険負担限度額認定の更新申請について

国民年金保険料の免除制度があります！

　６月初旬頃、現在認定を受けている方に更新書類をお送りしてます。（施設入所中の方は、施設宛にお送りしてます。）
　引き続き居住費等・食費の負担軽減を受けるためには７月末までに更新手続きをお願いします。

高齢者保険課からのお知らせ　問  ☎33-4488

　ご本人からの申請によって、保険料の全額または
一部（４分の１、半額、４分の３）が免除になる制度
があります。
❶   退職（失業）の場合は、退職（失業）された方の前年

の所得がゼロとして審査されます！
　   通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世

帯主の前年の所得が審査の対象になりますが、退
職（失業）された方の前年の所得がゼロとして審査
されます。

❷   免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます！
　   例えば、全額免除になった期間の年金額への算定

額は、保険料を全額納めた場合と比較して、２分
の１として計算されます。

❸   万が一の際にも保証を確保！
　   病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一

家の働き手が亡くなったときの遺族年金の受け取
りを確保できます。

　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を高齢
者保険課もしくはお近くの年金事務所へ提出して
ください。
　申請が遅れても最大２年１か月前までの免除申
請をすることができます。ただし、申請が遅れると
万一の際に障害年金などを受け取れない場合や退
職（失業）時の免除審査の特例〔退職（失業）された方
の所得をゼロとして審査〕が受けられない場合があ
ります。申請書はすみやかに提出してください。

●   国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　   （申請書は役場高齢者保険課窓口、日本年金機構

ホームページにあります）
●   年金手帳など、日本年金機構が送付した基礎年

金番号がわかる書類
●   離職票や雇用保険受給資格者証など、失業して

いることを確認できる公的機関の証明の写し

保険料を納めることが困難な場合

居住費等・食費の負担限度額（１日につき）

申請について

申請に必要なもの

※ （　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所、または短期入所生活介護を利用した
場合の額です。表に記載の条件のほか、段階別に預貯金等の判定基準があります。

　詳しくは高齢者保険課までお問い合わせください。
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令和４年
８月１日

令和４年
10 月１日

　国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、医療機関などを受診する際、「被保険者証」（以下
「保険証」）と、負担割合が記載された「高齢受給者証」の２枚が必要でしたが、被保険者の皆さまの利便性を向
上するため、令和４年８月１日からは保険証と高齢受給者証を一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受
給者証」（以下「保険証兼高齢受給者証」）１枚で受診できるようになります。（保険証兼高齢受給者証に一部負
担金の負担割合が記載されています。）
　上記のとおり、令和４年８月から保険証兼高齢受給者証として一体化されることに伴い、保険証の更新時期
が毎年４月から毎年８月に変更となっております。
　現在お使いいただいている保険証の有効期限は令和４年７月31日となっており、有効期限を迎える前の７
月下旬頃には、令和４年８月以降お使いいただける保険証（70歳から74歳までの方は保険証兼高齢受給者証）
を簡易書留にて順次発送します。
※年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する人は、有効期限が通常よりも短くなります。

高齢者保険課からのお知らせ　問  ☎33-4488

国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が
一体化することによる更新時期の変更について

　現在、被保険者の皆様がお持ちの被保険者証は、７月末
で有効期限が満了となります。
　そのため、８月からご使用いただく新たな被保険者証（有
効期限令和4年9月30日）を、全ての被保険者に７月中旬
以降『特定記録郵便』（黄色の封筒）でお届けします。
※  ７月下旬以降、被保険者証がお手元に届かない場合は、

配達状況を確認しますので、高齢者保険課へお申し出く
ださい。

※  香川県後期高齢者医療広域連合から、住民票に記載されて
いる住所地へ送付します。送付先の変更等の個別対応はい
たしかねますので、住所地以外への送付をご希望の方は、
事前にお近くの郵便局へ転送の届出を行ってください。

被保険者証等を受け取ったら
　被保険者証等に記載されている内容に間
違いがないか確認してください。記載内容
に相違がある場合は、お手数ですが、高齢
者保険課へお申し出ください。
有効期限の切れた被保険者証の返還
　現在お持ちの被保険者証は、８月１日以降
使用できませんので、高齢者保険課までお返
しいただくか、ご自身で破棄をお願いします。
令和4年10月1日以降使用いただく
被保険者証について
　２割負担新設に伴い窓口負担割合を再判定
する必要があるため、令和４年１０月１日か
ら使用できる被保険者証は９月中旬以降お届
けします。なお、窓口負担割合の変更の有無
に関わらず、被保険者全員にお送りします。
　詳細については、広報９月号に掲載しま
すのでご覧ください。

　カードサイズで色は、『黄色で左右の端に朱色（縞々）のラ
イン』です。紛失等には十分ご注意ください。
※宛名等を記載している台紙をはがし取ってご使用ください。

後期高齢者医療被保険者証の送付について

７月中旬以降お届けする被保険者証

後期高齢者医療制度について 問 香川県後期高齢者医療広域連合事務局 
☎087-811-1866

現在使用している
被保険者証が使用できる期間
(有効期限：令和4年7月31日)

７月中旬以降お届けする
被保険者証が使用できる期間
(有効期限：令和4年9月30日)

９月中旬以降お届けする
被保険者証が使用できる期間
(有効期限：令和5年7月31日)

10月から２割負担が新設されるため、被保険
者証を２回（７月・９月）送付します。
７月中旬以降お届けする証は、令和４年９月
30日までご使用いただけます。

有効期限
令和4年9月30日
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高齢者保険課からのお知らせ　問  ☎33-4488

75歳・80歳の歯科健診が始まります
　「オーラルフレイル」という言葉をご存知ですか？「オーラルフレイル」は、歯や口に関する“ささいな衰え”
を放置することで、口の機能低下、食べる機能の障害、さらには心身の低下につながる状態のことです。「オー
ラルフレイル」は、フレイルの前段階であるため、まずはご自身のお口に関心を持っていただき、予防をする
ことが大切です。
　歯科健診は、歯の本数や状態、歯周病のチェックをするだけでなく、食べ物を噛む力や飲み込む機能等、口
腔機能の状態などを調べます。お口の状態を知ることは、ご自身の健康状態を知ることになります。
　対象者には受診券を発送しますので、歯科健診を受けて、健康長寿を目指しましょう！

問 香川県後期高齢者医療広域連合事務局 
☎087-811-1866

75歳（昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生）の方
80歳（昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生）の方
令和4年7月1日～令和5年2月28日の期間は費用無料

建 設 課からのお知らせ　問  ☎33-1112

町営住宅入居者募集
●募集住宅

住宅名 種別 間取り 募集戸数
南鴨住宅 公営住宅 3DK 1戸

●募集期間
令和4年7月4日（月）～ 7月13日（水）
※募集要領は建設課窓口で配布しています。

●住宅使用料（家賃）について
　入居者世帯の月収額によって住宅使用料は異なります。
　また、家賃は毎年収入申告を提出していただき更新されます。

●入居申込資格
　入居申込出来る方は、次の全ての条件を満たしていることが必要です。

① 申込者が成人であること。
② 同居親族または同居しようとする親族がいること。

※ 婚姻の届出はされていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および婚姻の予定をしている方
も含みます。

※ 家族を不自然に分割（離婚調停中等で離婚を証明出来ない方等）したり、統合したりして申し込むこと
は出来ません。

③ 住宅に困窮し、必要としている方であること。
※ 現在、県内の公営住宅に住んでいないこと。または申込者および同居親族名義の持ち家を所有してい

ないこと。
④ 申込者および同居親族が町営住宅の家賃・駐車場使用料等を滞納していないこと。
⑤ 町営住宅の家賃等に滞納がある者およびその滞納期間に配偶者として同居していた事実がないこと。
⑥ 申込者が市町村税等を滞納していないこと。
⑦ 申込者または同居親族が暴力団員でないこと。
⑧ 世帯の収入（月収額）が所定の基準に該当すること。

※申込者と同居親族全員の所得を合算し、諸控除額を差引いた月収額が次の基準に該当していること。
●公営住宅（公営）原則階層世帯の場合…158,000円以下（年1,896,000円以下）
●公営住宅（公営）裁量階層世帯の場合…214,000円以下（年2,568,000円以下）

今回の募集において、
単身での入居は
できません。
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養育要件 所得要件 支給手続きについて

① 令和４年４月分の児童手当
または特別児童扶養手当を
受給された方

Ａ：令和４年度町民税非課税の方
申請は不要です。
６月下旬頃に、健康福祉課
より支給のご案内をお送り
します。

Ｂ：  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
令和４年１月以降に家計が急変し、町民税非
課税者と同様の事情にあると認められる方

申請が必要です。
詳しくは、
健康福祉課まで
お問い合わせください。

② 平成16年４月２日から
　平成19年４月１日までに
　生まれた児童（高校生等）
　のみを養育する方

上記Ａの要件に該当する方

上記Ｂの要件に該当する方

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対する生活支援を目的と
して、国から給付金が支給されます。
支給対象者
以下の「養育要件」①・②のいずれかに該当し、かつ「所得要件」Ａ・Ｂのいずれかに該当する方

　ひとり親世帯の支援のため、給付金の支給を実施します。
支給対象者
以下、①～③のいずれかに該当する方
① 令和４年４月分の児童扶養手当が支給される方
②   公的年金など※1を受給していることにより、令和４年４月分の

児童扶養手当の支給を受けていない方※2

③   新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※１   遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2   上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の
支給を既に受けている場合は、本給付の支給は受けられません

支給額
児童１人あたり一律 ５万円
支給手続・支給時期
左記の①の方については申請は不要で
す。また、公的年金受給者や公的年金受
給者以外で、児童扶養手当が全部支給停
止になっている方については、６月下旬
頃に健康福祉課よりご案内を送付しま
す。それ以外の方については、町ホーム
ページをご覧いただくか健康福祉課まで
お尋ねください。

新型コロナウイルス関連のお知らせ 　
最新情報については町ホームページで公表しています。ご不明な点がある場合は、各課お問い合わせ先までご連絡ください。

問 健康福祉課　☎33-1134

「子育て世帯生活支援特別給付金
  (ひとり親以外の低所得の子育て世帯分）」について

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
  生活支援特別給付金(ひとり親世帯対象)」について

支給額　児童１人あたり一律 ５万円
※令和３年１月～ 12月分の収入が未申告の方は、税務課にて申告をお願いします。
※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の給付金を支給済の児童は対象外となります。

夏季休業期間中の放課後児童クラブの利用施設名の訂正について
　６月号広報掲載の「夏季休業期間中の放課後児童クラブの利用受付について」（９ページ）中、
施設名に誤りがありましたので訂正いたします。

施　設　名 施　設　名
多度津地区児童館 多度津校区放課後児童クラブ
豊原地区児童館 豊原校区放課後児童クラブ
四箇地区児童館 四箇校区放課後児童クラブ
白方地区児童館 白方校区放課後児童クラブ

問 健康福祉課　☎33-1134
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ねこ通 Vol.57

５月に決起集会を開催しました！

https://www.tadotsu-manekineko.com/

これまでの活動は、
まねきねこ課

公式ホームページを
ご覧ください！！

　みなさんこんにちは！まねきねこ課課長のすずきです。

　さてさて、今年度のまねきねこ課も新しいメンバーが加わって５月からスター
トしております。今年度も多度津町を内外にPRする活動を頑張って参りますの
で応援よろしくお願いします！

　2017年に誕生したまねきねこ課ですが、発足から5年が経過しました。
私たちが担う「タウンプロモーション」という事業は、10年、20年と継続した活動が不可欠です。
そのためにはマンパワーが必要です。というわけで、私たちと一緒に活動したいという方は、是非
まねきねこ課までご連絡ください。

タウンプロモーションのホームページやSNSでもまねきねこ課が多度津の魅力を発信中！ 

問  多度津町まねきねこ課事務局（政策観光課内）　☎ 33-1116　メール tadotsu.manekineko@gmail.com
たどりつく多度津 検 索

合田邸の魅力磨き上げ事業を実施しました！
　令和３年度に地域の魅力磨き上げ事業における合田邸屋根修理工事
を実施しました。新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、伝統的
町並みが残る本通の中でも歴史的・文化的価値のある合田邸を安全に
活用できる状態に整備するため、腐朽部分の修理を行うとともに、瓦
を調査・保存した上で、ガルバリウム鋼板の設置を行いました。
　現在、見学等の再開に向け、準備を進めていますので、再開しまし
たら町ホームページ等でお知らせします。

合田邸にまつわるQ＆A

問 政策観光課  ☎33-1116 

鬼瓦なのに鬼がいない！？

「鬼瓦」は瓦屋根の棟の端に据えられる瓦の総称で、鬼がいるとは
限りません。社寺では鬼面が多く見られますが、合田邸の主屋に
は鬼の代わりに「宝珠」が、楽々荘には合田家の家紋である「片喰
（カタバミ）」がかたどられています。いずれも合田家の繁栄を願
い、魔除けや装飾のために据えられました。

Q
A
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ま ちかど
ズーム

問 政策観光課　駅周辺・新庁舎整備推進室　☎33-1116

新庁舎及び
地域交流センター落成

　新庁舎及び地域交流センターの落成式を5月14日（土）に正面
玄関前で開催し、関係者約50名が出席しました。
　あわせて、名誉町民の速水史朗さんが制作したモニュメント
除幕式も開催し、町内４小学校の代表児童が除幕を行いました。
　また、式典では多度津中学校吹奏楽部の生演奏をエントラン
スホールで披露いただきました。
　内覧会は5月14日 ( 土 ) 午後と15日 ( 日 ) に実施し、来場者
は合計1,325名でした。

5/14・
  15

【多度津中学校吹奏楽部演奏】

【テープカット】

【モニュメント除幕】

広報たどつ　No.77611



　コロナ禍で見送っていた保育参観。感染対策を取りながら、歌、ダンス、
リズム打ち、伝承遊び等子ども達のやってみたいの思いを込め・・・
　「２年ぶりの参観で子どもの成長がみられてよかった。」との声を頂き、青空
のもと親子の笑顔がはじけた一日でした。

5/21

5/11

　５月21日 ( 土 ) に多度津町内の各小学校
で運動会が開催されました。
　今年も新型コロナウイルス感染症対策の
ため、午前中のみの規模を縮小した開催で
したが、練習の成果を発揮し、精一杯競技
に取り組みました。

　多度津町新庁舎及び地域交流センター自動手
指アルコール消毒機寄贈式が、令和４年５月11
日に多度津町役場で開催され、新庁舎及び地域
交流センターの落成を記念し、消毒機と床置き
専用台、薬液５リットルの５セットを寄贈いた
だきました。
　寄贈いただいた消毒機は、主に出入口付近に
設置し、来庁される皆様に広くご使用いただい
ております。 【消毒機を前に小嶋社長と丸尾町長で記念撮影】

あおぞら保育参観 【豊原保育所】

楽しみにしていた運動会

四変テック株式会社から
自動手指アルコール消毒機を
寄贈いただきました！

2022.7　広報たどつ 12



中讃広域行政事務組合
（瀬戸グリーンセンター／かがわコンポスト  

　施設内にあります。）

内
内 

容　
時
日 

時　
所
場 

所

対
対 

象　
定
定 

員　
料
料 

金

申
申
込
み　
他
そ
の
他　
問
問
合
せ

お
知
ら
せ

■
多
度
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材

　
セ
ン
タ
ー
か
ら
お
知
ら
せ

●「
藍
染
講
習
会（
女
性
向
け
）」

　
夏
色
染
め
ま
し
ょ
う

内   

世
界
に
た
っ
た
ひ
と
つ
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
ハ
ン
カ
チ

時 

７
月
20
日（
水
）

　

 

13
時
～
15
時

所   

多
度
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー

対   

多
度
津
町
在
住
で
60
歳
以
上

の
女
性

定 

10
名（
事
前
予
約
制
）

料 

無
料

他 

準
備
物（
タ
オ
ル
・
ハ
サ
ミ
）

問   

多
度
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー　
☎
３
３
ー
４
７
５
５

キャンペーン１：マイナンバーカードの取得及び２万円ま
でのチャージ又はお買い物

　　　　　　　　（最大5,000円分）
キャンペーン２：健康保険証利用申込み（7,500円分）
キャンペーン３：公金受取口座登録（7,500円分）
　に対し、それぞれポイントがもらえます。
　（キャンペーン２，３は、2022年６月30日から申込開始）
●ポイントの申込みについて
既に最大5,000円分のポイントを申請している場合も、
キャンペーン２・３のポイント受け取りには改めてキャッ
シュレス決済事業者の選択手続きが必要になります。

マイナポイント第２弾が始まりましたマイナポイント第２弾が始まりました

●マイナンバーカードの取得について
本町では、マイナンバーカードの申請において職員が顔写真を専用端末
で撮影し、オンライン申請のお手伝いをするサービスを行っています。
窓口で簡単に交付申請が出来ますので、お気軽にご予約ください。 住民環境課　☎33－4480問

「たどつ創業セミナー」を開催します！
新しく会社やお店を始めたい方や創業に興味がある方に
向けたセミナーを開催します。お気軽にご参加ください！

●創業にチャレンジする心構え３か条

場　所    地域交流センター２階大ホール
　　　　 （多度津町役場新庁舎内）
定　員    20名　　　　 料　金    無料
申　込    事前申込制　氏名・性別・年齢・住所・電話番

号を記入の上メール、または電話で申込み
申込先    産業課　☎33－1113　 FAX 33－2550

　　　　 E‐mail ： sangyou@town.tadotsu.lg.jp

１日目 ７月20日（水） 18時～20時

●創業時に気を付けてほしいこと３選
●意見交換会

2日目 ７月27日（水） 18時～20時

問 産業課　☎33-1113

事務所移転のお知らせ
中讃広域行政事務組合・租税債権管理課は、次のとおり、
事務所を移転いたしますのでお知らせいたします。
（電話番号・ＦＡＸ番号も変更になります。）
●事務所移転日　令和４年７月19日（火）
●移転先所在地　〒764-0021 仲多度郡多度津町堀江五丁目11番地
　　　　　　　　（瀬戸グリーンセンター内）
　　　　　　　　TEL（0877）35－8855　FAX（0877）35－8856

広報たどつ　No.77613



INFORMATION

おしらせ
■
令
和
４
年
度
第
１
回

　
空
き
家
対
策

　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て

内   
① 
特
定
非
営
利
活
動
法
人　

空
家
・
空
地
管
理
セ
ン
タ
ー

代
表
理
事  
上
田　
真
一
氏

に
よ
る
講
演

　
　

  （
空
き
家
の
適
切
な
管
理
な

ど
に
つ
い
て
講
演
）

　

 

② 

香
川
県
に
お
け
る
支
援
制

度
の
紹
介

時 

７
月
21
日（
木
）

　

 

13
時
30
分
～
15
時

所 

多
度
津
町
役
場
２
階

　

 

２
０
２
会
議
室

定 

36
名（
先
着
順
）

料 

無
料

申   

応
募
期
間
内
に
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
又
は
Ｅ
メ
ー
ル
に
氏
名
・

電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
・
住
所
を
記
入
の
上
、
問

合
せ
先
ま
で

　

 

申
込
期
限
７
月
18
日（
月
）15
時

問 

香
川
県
土
木
部
住
宅
課

☎
０
８
７
ー
８
３
２
ー
３
５
８
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
８
７
ー
８
０
６
ー
０
２
４
７

jutaku@
pref.kagaw

a.lg.jp

募

　
　集

■
ク
リ
ン
ト
ピ
ア
丸
亀
か
ら

　
お
知
ら
せ

●
エ
コ
丸
工
房
臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　

 

イ
ベ
ン
ト
開
催
準
備
の
為
７
月

23
日（
土
）は
、
臨
時
休
館
い
た

し
ま
す
。

● 

令
和
４
年
度
ク
リ
ン
ト
ピ
ア
丸

亀
夏
休
み
事
業

内   「
エ
コ
丸
体
験
ツ
ア
ー
」開
催

　
 

７
月
24
日（
日
）

　

 「
リ
サ
イ
ク
ル
大
作
戦
」開
催

　

 
７
月
30
日（
土
）～８月

20
日（
土
）

　

   

丸
亀
市
・
多
度
津
町
に
お
住

ま
い
の
小
学
生
を
対
象
に
夏

休
み
期
間
中
に
親
子
で
楽
し

め
る
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て

い
ま
す
。

　

   「
リ
サ
イ
ク
ル
工
作
・
ポ
ス

タ
ー
」募
集

　

   

※ 

詳
細
は
、
学
校
を
通
じ
て

お
配
り
す
る
チ
ラ
シ
ま
た

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●
花
王
国
際
こ
ど
も
環
境
絵
画
展

内   

世
界
各
国
の
子
供
達
か
ら
応

募
さ
れ
た
環
境
絵
画
展
の
入

賞
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

 

開
催
期
間

　

 

７
月
19
日（
火
）～

　
　
８
月
21
日（
日
）ま
で

問 

ク
リ
ン
ト
ピ
ア
丸
亀

☎
５
６
ー
１
１
４
４

■
自
衛
官
採
用
試
験

●
一
般
曹
候
補
生

時   

９
月
16
日（
金
）～
18
日（
日
）

の
内
１
日

所 

香
川
県
内

対   

18
歳
以
上
33
歳
未
満

申 

７
月
１
日（
金
）～

９
月
５
日（
月
）ま
で

●
航
空
学
生

時 

９
月
19
日（
月
）※
敬
老
の
日

所 

香
川
県
内

対 

18
歳
以
上
21
歳
未
満

申 

７
月
１
日（
金
）～

９
月
８
日（
木
）ま
で

問 

自
衛
隊
善
通
寺
地
域
事
務
所

　
☎
６
３
ー
２
３
６
３

■ 

令
和
４
年
度
海
上
保
安
大
学

校
・
海
上
保
安
学
校
の
学
生

採
用
試
験

●
海
上
保
安
学
校

時 【
第
１
次
試
験
】

　
   

９
月
25
日（
日
）

申 

７
月
19
日（
火
）～
28
日（
木
）

　
   

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
※

●
海
上
保
安
大
学
校

時 【
第
１
次
試
験
】

　

   

10
月
29
日（
土
）・
10
月
30
日

（
日
）

申 

８
月
25
日（
木
）～９月

５
日（
月
）

　

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
※

　

 

※【
申
込
み
専
用
ア
ド
レ
ス
】

https://w
w

w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

問 

備
讃
瀬
戸
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

　

   

整
備
課
管
理
係

☎
４
９
ー
３
３
６
６

■
社
会
保
険
制
度
実
務
講
習

内   

年
金
保
険
・
健
康
保
険
・
雇

用
保
険
・
労
災
保
険
制
度
等

の
概
要
や
事
例
解
析
及
び
徴

収
や
給
付
に
関
す
る
事
務

時 

８
月
31
日（
水
）～
９
月
14
日（
水
）

　

   （
毎
週
水
曜
日
の
３
日
間
）

　

   

13
時
10
分
～
17
時

所   

香
川
県
立
高
等
技
術
学
校
丸
亀
校

対 

在
職
者

定 

15
名

料   

2
，０
０
０
円（
別
途
テ
キ
ス

ト
代
１
，３
２
０
円
）

申   

8
月
17
日（
水
）ま
で
に
左
記

問
合
せ
先
ま
で

問 

香
川
県
立
高
等
技
術
学
校

　

   

丸
亀
校
総
務
課

☎
２
２
ー
２
６
３
３

広報たどつに掲載している
イベントなどについて

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国内での
まん延や安全確保の観点から、イベントや行事が中止
や延期となっています。「広報たどつ」に掲載されてい
ても、中止や延期となるものがありますので、ご注意
ください。
　イベントの開催については、掲載している各問合せ
先へご確認をお願いします。

問 町長公室　☎33-1115　
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た
ど
つ
柳
壇

内
内 

容　
時
日 

時　
所
場 

所

対
対 

象　
定
定 

員　
料
料 

金

申
申
込
み　
他
そ
の
他　
問
問
合
せ

文
化
教
養

■
中
央
公
民
館
か
ら
お
知
ら
せ

●
中
央
公
民
館
講
座
作
品
展

内   【
土
洋
会
】洋
画

時 

７
月
１
日（
金
）～７月

29
日（
金
）

所 

町
民
健
康
セ
ン
タ
ー

　
※  

中
央
公
民
館
の
閉
館（
６
月

６
日
）に
よ
り
、
事
務
所
を

６
月
７
日（
火
）か
ら「
中
央

公
民
館
本
通
分
館
」に
移
転

し
て
お
り
ま
す
。

問 

中
央
公
民
館　

　

 （
移
転
後
） 本
通
１
丁
目
８
番

４
号

　
　
　
　
☎
３
３-

０
７
６
０

■
サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ
か
ら

　
お
知
ら
せ

●
た
ど
つ
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
カ
ラ
オ
ケ

　
発
表
会　

時 

７
月
３
日（
日
）

　

 

10
時
～
17
時
30
分

料   

無
料

他   

主
催
た
ど
つ
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

カ
ラ
オ
ケ
実
行
委
員
会

●
宝
く
じ
文
化
公
演
に
つ
い
て

内   「
宝
く
じ
文
化
公
演
」ア
ニ

ソ
ン
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
コ
ン

サ
ー
ト

　

  

出
演
者
・
水
木
一
郎
、
堀
江

美
都
子
、森
口
博
子
、松
本
梨
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

時 

９
月
18
日（
日
）15
時
～

　

 （
開
場
14
時
30
分
）

料   

全
席
指
定 

　
　
一
般
２
，０
０
０
円

　
　
学
生
1
，０
０
０
円

　
　
※
当
日
は
共
に
５
０
０
円
増

申   

７
月
16
日（
土
）９
時
～

他   

宝
く
じ
の
助
成
に
よ
り
、
特

別
料
金
と

な
っ
て
い

ま
す
。

　

   
未
就
学
児

の
ご
同
伴
、

ご
入
場
は

ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

問 

サ
ク
ラ
ー
ト
た
ど
つ（
町
民
会
館
）

 

☎
３
３-
３
３
３
０

■
ひ
だ
ま
り
７
月
講
習

●
ひ
だ
ま
り
講
習
会

内   

笑
っ
て
元
気
に
若
返
る

　

 

講
師　
三
崎　
め
ぐ
み　
先
生

時 

７
月
12
日（
火
）

　

 

10
時
～
11
時
30
分

問   

多
度
津
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー　
☎
３
３-

４
７
５
５

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。イベントの有無については、上記問い合わせ先まで。

湯
楽
里
7
月
行
事
予
定

日

時
間
　
　
　
内
容

1
金
13
時

体
い
き
い
き

健
康
体
操

4
月
10
時
30
分
ボ
デ
ィ
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ニ
ン
グ
教
室

6
水
10
時
30
分
健
康
運
動
教
室

11
月
11
時

チ
ョ
イ
キ
タ
体
操

13
水
10
時
30
分
和
紙
ち
ぎ
り
絵
教
室

14
木
10
時
30
分
脳
と
体
を

元
気
に
す
る
体
操

19
火
11
時

み
ん
な
で

楽
し
く
歌
お
う

20
水
10
時
30
分
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り 

21
木
10
時
30
分
い
き
い
き
健
康
体
操

22
金
11
時

チ
ョ
イ
キ
タ
体
操

25
月
13
時
30
分
フ
ッ
ト
セ
ラ
ピ
ー

26
火
11
時

み
ん
な
で

楽
し
く
歌
お
う

●
湯
楽
里
休
館
日（
７
月
）

　

 

２
日（
土
）・３
日（
日
）・９
日（
土
）・

　
10
日（
日
）・16
日（
土
）・17
日（
日
）・

　

 

18
日（
祝
月
）・23
日（
土
）・24
日（
日
）・

　

 

30
日（
土
）・31
日(

日)

●
買
い
物
ツ
ア
ー
／
14
時

　
６
日（
水
）・13
日（
水
）・20
日（
水
）・

　
27
日（
水
）

問 

多
度
津
町
社
会
福
祉
協
議
会

 

☎
３
２-

８
５
０
１

（
第
97
回
）

【
第
一
席
】

手
を
尽
く
し
残
る
は
運
を

頼
る
の
み

�

瀬
尾
　
幸
子（
見
立
）

〈
評
〉人
間
長
く
生
き
て
い
る

と
、予
期
せ
ぬ
出
来
事
に
あ
い

ま
す
。ど
う
に
か
し
て
そ
の
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
手
を
尽
く

し
ま
す
。手
を
尽
く
す
、ま
さ
に

そ
れ
が
大
切
で
す
。何
も
せ
ず

ボ
ー
ッ
と
待
つ
の
で
は
困
り
ま

す
。運
を
こ
ち
ら
に
向
け
る
生

き
方
、出
来
た
ら
い
い
で
す
ね
。

【
第
二
席
】

頼
も
し
い
父
の
背
中
を

追
い
か
け
る

�
池
田
　
奈
緒
子（
見
立
）

〈
評
〉そ
の
昔
わ
た
く
し
も
母
親

の
は
し
く
れ
で
育
児
を
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
頃
、親
と
し
て
の

自
分
を
子
供
た
ち
か
ら
し
っ
か

り
観
察
さ
れ
て
い
ま
し
た
。文
句

だ
け
で
な
く
行
動
で
示
す
、ま
さ

に
背
中
で
語
れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
第
三
席
】

一
番
の
頼
り
は
や
っ
ぱ
り

通
帳
か

�

藤
倉
　
純（
若
葉
町
）

〈
評
〉通
帳
と
い
う
現
実
的
な
も

の
が
主
役
で
す
が
、こ
の
句
は

ド
ラ
イ
に
読
め
て
も
、大
き
な

優
し
さ
を
感
じ
ま
す
。し
っ
か

り
と
暮
し
、し
っ
か
り
と
貯
金

し
、自
立
し
て
い
る
そ
の
計
画

性
、具
体
性
に
グ
ッ
と
心
が
動

き
ま
し
た
。

【
佳　
作
】

泣
く
赤
子
小
さ
き
姉
の

手
を
頼
る

�

髙
島
　
和
紀（
見
立
）

頼
ま
れ
て
判
を
押
し
て
は

大
失
敗

�

高
　
丙
周（
元
町
）

▼
次
回
川
柳
作
品
募
集

内 

題
名「
時
」

申 

８
月
15
日（
月
）必
着

　

   

は
が
き
に
①
作
品（
未
発
表

を
三
句
ま
で
）②
住
所
③
氏

名
④
電
話
番
号
を
明
記
の

上
、中
央
公
民
館
ま
で
郵
送

ま
た
は
持
参

問 
中
央
公
民
館

 
☎
３
３-

０
７
６
０

橋
　
ひ
ろ
み 

選

題
名 「
頼
る
」
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流
を
し
な
く
て
も
、
子
ど
も
達
は

自
然
と
か
か
わ
り
、
助
け
合
う
こ

と
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が

本
物
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
の
芽

生
え
で
は
な
い
か
と
教
え
ら
れ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　
異
年
齢
交
流
は
も
ち
ろ
ん
、
多

度
津
小
学
校
、
多
度
津
高
校
、
母

子
健
康
福
祉
部
、
高
齢
者
福
祉
部

な
ど
様
々
な
人
と
の
交
流
活
動
を

大
切
に
し
、
社
会
性
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
育
ま
れ
る
よ

う
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
コ

ロ
ナ
禍
で
な
か
な
か
そ
の
活
動
の

実
施
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
が
、

昨
年
度
か
ら
は
対
策
を
講
じ
な
が

ら
少
し
ず
つ
交
流
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
活
動
が
で

き
な
い
期
間
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
活
動
の
意
義
や
大
切
さ
、
そ

し
て
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
に
支
え

て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
改
め
て

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
人
た
ち
の
愛
情
を
た
っ

ぷ
り
受
け
、
心
豊
か
で
思
い
や
り

の
あ
る
子
ど
も
達
が
育
っ
て
い
る

こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
ま
だ
、
県
下
で
も
毎
日
、
数
百

人
の
感
染
者
が
報
告
さ
れ
、
な
か

な
か
収
束
が
困
難
な
状
況
で
は
あ

り
ま
す
が（
五
月
現
在
）、
人
格
形

成
の
基
礎
と
な
る
幼
児
期
に
思
い

や
り
や
優
し
さ
が
育
ま
れ
る
よ
う

な
温
か
な
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

「
小
さ
な
親
切
」

作
文
紹
介

「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
気
付
き
」

　
多
度
津
町
立
多
度
津
幼
稚
園

　
園
長　
橋
田　
美
穂
子

　
新
年
度
が
始
ま
り
、
可
愛
ら
し

い
新
入
園
児
が
登
園
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
大
好
き
な
お
う
ち

の
人
と
離
れ
て
過
ご
す
寂
し
さ
。

制
服
や
鞄
の
片
付
け
な
ど
初
め
て

の
経
験
に
対
す
る
不
安
。
そ
ん
な

年
少
児
達
を
手
助
け
し
、
思
い
や

り
の
気
持
ち
を
も
っ
て
か
か
わ
っ
て

欲
し
い
と
願
い
、
年
長
児
に
お
世

話
当
番
を
任
せ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
二
年
前
、
感
染
症
が
流
行

し
始
め
た
為
、
拡
大
防
止
対
策
と

し
て
、
そ
の
活
動
を
見
合
わ
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
当
初
は
大
切

な
か
か
わ
り
の
場
が
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
残
念
に
感
じ
て
い
ま

し
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
困
っ

て
い
る
様
子
を
見
て
子
ど
も
達
が

自
主
的
に
年
少
児
の
保
育
室
に

や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
子
ど
も
達
の
優
し
さ
が
大

変
う
れ
し
く
、
誇
ら
し
く
も
思
い

ま
し
た
。
園
庭
に
目
を
向
け
る
と

年
少
児
に
遊
具
を
譲
っ
た
り
、
遊

ん
だ
後
の
片
付
け
を
最
後
ま
で
手

伝
っ
た
り
し
て
い
る
姿
が
あ
ち
こ
ち

で
見
ら
れ
ま
し
た
。
設
定
し
て
交

を
今
後
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

善 

意

敬
称
略

●
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
「
桃
陵
苑
」

　
◦ 

多
度
津
地
区

　
　
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　

ス
ポ
ー
ツ

■
第
１
３
３
回
皐
月

　
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

（
５
月
21
日
／
堀
江
公
園
）

　

 

優　
勝
…
宮
武　
雅
子

　

 

準
優
勝
…
秋
山　
美
代
子

　

 

３　
位
…
松
浦　
晴
子

（
５
月
分
）

問   香川県視覚障害者福祉センター
☎ 087-812-5563　FAX 087-861-1566

令和4年度 録音図書製作ボランティア養成講習会(入門課程)
講習日程    第１回 ９月７日（水）13時30分～15時30分

※隔週水曜日全10回予定。詳細は当センターまで。
会　　場  香川県視覚障害者福祉センター
　　　　　（場合によりZoomによる講習）
対 象 者    以下のすべての要件を満たす方

①視覚障害者の福祉に理解・関心がある方
②入門課程修了後、基礎課程と応用課程を受講できる方
③Windowsの使用経験があり、パソコンを所有している方
④当センターのボランティアとして活動できる方

花火による火災を防ごう 問 消防本部　☎ 33-0119

玩具花火は正しい使い方をすれば、美しく楽しい物で
すが、火薬を使用していますので、取り扱いを間違え
ると非常に危険です。現在、花火による火災のみでな
く、事故による火傷も多くなっています。そのような事
故を予防するためにも、安全検査に合格したマークで
あるSFマーク付き玩具花火を使用し、次の注意事項を
守って安全に玩具花火を楽しみましょう。

１．水の入ったバケツを準備しておく。
２．周囲に燃える物が無い、広い場所を選ぶ。
３．風の強い日は行わない。
４．必ず保護者や大人と一緒に行う。
５．取扱説明書をよく読み、注意事項を守る。
※コロナウイルス感染症対策として、できるだけ少人数で

適度な距離を保ち、密集密接を避けましょう。

募集人員  10名
受 講 料  1,700円（テキスト代）
申込締切    ８月12日（金）まで

申込方法については、当センター 
までお問い合わせください。 
※８月３日（水）に説明会があります。
　（予約必要）

受講者
募集

2022.7　広報たどつ 16



明徳会図書館
 ☎32-3246

4日、11日、18日、19日、25日、
31日、8月1日

町立資料館
 ☎33-3343

4日、11日、19日、25日、
8月1日

スポーツセンター
 ☎33-3666

4日、11日、19日、25日、
8月1日

温水プール
 ☎33-4300

5日、12日、19日、26日、
8月2日

サクラートたどつ
（町民会館）
 ☎33-3330

5日、12日、19日、26日、
8月2日

 休館日  無料相談

 納税・納付

※ 『林求馬邸』の開館日は、7月3日、8月7日

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止する
場合があります。

 ごみ収集日
資源 不燃 粗大 可燃

1区～4区・寿町・
桜川団地

（8月3日）

  5日
22日

  7日
25日

火
・
金

5区～7区
  7日
25日

  8日
26日県営多度津団地

8区
27日

9区
  8日
26日

11日
28日

月
・
木

10区～12区・
日の出町

6日
堀江・学園台・北鴨・
幸町・若葉町 11日

28日
12日
29日

袖

13日道福寺・桜川東・
南鴨・葛原

12日
29日

14日
（8月1日）

庄・三井・青木
（本村・金道・
青木団地）

20日

14日
（8月1日）

  1日
15日 火

・
金

青木（北山）・山階   1日
15日

  4日
21日

西白方・奥白方・
見立・東白方（本村）

27日

  4日
19日

  5日
22日 月

・
木東白方（原戸・

城ヶ下）・西港町
  7日
25日

  8日
26日

高見 1日・8日・15日・22日・29日・（8月5日）
佐柳 1日・8日・15日・22日・29日・（8月5日）

問 町リサイクルプラザ　☎ 33-4425

問 税務課　☎33-1118

納期限：８月１日（月）

 休日当番医
日 医療機関名 住所 電話番号

7月  3日 加藤整形外科 堀 江 1 ☎ 32-8006
7月10日 秋山医院 仲ノ町 ☎ 32-8326
7月17日 多度津三宅病院 栄 町 2 ☎ 32-2447
7月18日 山本医院 大通り ☎ 32-2809
7月24日 三宅医院 山 階 ☎ 32-5310
7月31日 加藤病院 寿 町 ☎ 33-2821

※ 診療時間は9時～17時まで。都合で変更することがあります。
当日の新聞でお確かめください。

自転車は、防犯登録の抹消手続きを
行ってから、サドル等に「ごみ」と明記
して、資源ごみの日に出してください。

相談名 日時 場所・連絡先

高齢者相談
（弁護士対応）

21日（木）
※要予約
10：30－12：00

町民健康センター2階
☎ 32–8501
町社協

人権相談 19日（火）
10：00－15：00

地域交流センター1階 ルーム2
☎ 33–4480
住民環境課

行政相談 19日（火）
10：00－15：00

地域交流センター1階 ルーム2
☎ 33–1110
総務課

行政書士
相談会

14日（木）
10：00－12：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 087–866–1121
香川県行政書士会

身体障害者
相談

12日(火)
13：00－15：30

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 32–3063
町身体障害者協会

障がい者
生活相談

28日(木)
13：30－16：30

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 33–1134
健康福祉課

こころの
相談日

21日(木)
13：30－16：00

地域交流センター1階 ルーム3
☎ 33–1134
健康福祉課

成年後見制度
個別相談会

15日（金） 
13：00－15：00

町民健康センター2階
☎ 32–8501
町社協

職業相談会
（ハローワーク丸亀）

4日（月）
13：30－14：30

地域交流センター１階ルーム１A
☎ 33–1113 
産業課

税務相談
毎週月曜日
※予約優先
10：00－15：30

四国税理士会丸亀支部
☎ 22–0041
同会丸亀支部

 固定資産税（2期）

 後期高齢者医療保険料（1期）

 国民健康保険税・介護保険料（1期）

7月の予定

広報たどつ　No.77617



ヘルスメイト通信

健康マメ知識　～７月28日は、日本肝炎デーです～

¦ おやこの食育教室 ¦
　もうすぐ夏休みがはじまりますね。休みの間、
お子さまの食事づくり、とりわけ、お昼ごはんに
毎日頭を悩ませるのではないでしょうか。
　そこで、お子さまと元気なカラダをつくるた
めの栄養や生活習慣について学び、料理ができ
る力がつくように、食育教室に参加してみませ
んか？お申し込みをお待ちしています。

時　間  9時30分～12時
持ち物  エプロン・三角巾・手拭タオル・筆記用具
参加費  １人100円
申込締切  7月22日（金）定員４組になり次第締切

日 行事 時間 場所

１（金）ことばの相談 ※要予約 健セ
5歳児健康診査 8：45～15：30 豊保

6（水）
のびのび広場（ベビーマッサージ・助産師さんによる育児相談） ※要予約 別ピ
5歳児健康診査 8：45～15：30 三保
ノルディックウォーキング教室（室内） 9：00～12：00 健セ

７（木）のびのび広場（のびのびクッキング「七夕の節句」） ※要予約 別ピ

８（金）生活習慣病予防相談 13：30～15：00 白公
生活習慣病予防相談 13：30～15：00 豊婦

１２（火）乳児健康診査（令和４年２～３月生まれ） 13：30～14：30 健セ

13（水）のびのび広場 ※要予約 別ピ
乳幼児健康相談（令和３年９月生まれ） 9：00～10：00 健セ

１４（木）3歳児健康診査（平成30年12月生まれ） 13：30～14：30 健セ

１５（金）多度津町母子愛育会「親子であそぼう！～えほんのせかい～」 10：00～11：30 健セ
生活習慣病予防相談 13：30～15：00 地交

１９（火）豊原地区福祉保健推進員会研修会 13：30～15：00 豊婦

20（水）
のびのび広場 ※要予約 別ピ
ノルディックウォーキング教室（室内） 9：30～12：00 健セ
健康づくりセミナー「検診のススメ～検査値からわかること～」 13：30～15：00 健セ

21（木）2歳6か月児健康相談・歯科健診（令和元年12月～令和2年1月生まれ）13：30～14：30 健セ
２２（金）生活習慣病予防相談 13：30～15：00 四公
２５（月）こども相談 ※要予約 健セ
26（火）食改親子料理中央研修会 9：30～12：00 健セ
２７（水）のびのび広場 ※要予約 別ピ
２８（木）5歳児健康診査 8：45～15：30 愛保
健セ＝町民健康センター/豊保＝豊原保育所/別ピ＝別館ピーチ/三保＝三井保育所/
白公＝白方地区公民館/愛保＝愛光保育園/農婦＝豊原農村婦人の家/
四公＝四箇地区公民館/地交＝地域交流センター

日 検診会場 時間
 9（土） 町民健康センター 9：00～11：00

日 検診会場 時間

4（月）サクラートたどつ
 9：30～11：30
13：00～15：00

5（火）
豊原農村婦人の家  9：30～11：30
四箇地区公民館 13：00～15：00

7（木）
白方地区公民館  9：30～11：30
町民健康センター 13：00～15：00

11（月）町民健康センター 9：30～11：30

７ 月の行事予定 胃 がん検診

結 核・肺がん検診

献血にご協力をお願いします！
 ～つなげよう 心と命 献血で～
日 時  ８月２日（火）
　　  12時30分～16時30分
場 所   地域交流センター　

　　 　  １階ルーム１新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う行事の中止等について
　新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、掲載されている行事や
健（検）診が中止となる可能性がありますので、ご了承ください。詳しい実施
状況および日程などについては、健康福祉課までお問い合わせください。

　ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染することにより、肝臓の細胞が壊れていく病気です。
　肝臓は体の中で最も大きく、解毒作用や栄養素の合成・貯蔵など、生命維持に欠かせない役割
を担う臓器です。しかし、機能が障害されても自覚症状が現れにくいため、適切な時期に治療を受ける機会を逃
しやすく、気付かないうちに肝硬変や肝がんに移行してしまう場合もあります。
　早期に発見し、適切な治療や定期的な検査を受けることで、病気の進行を予防することができます。まずは、
肝炎ウイルスがいないかを検査することから始めましょう。
　町では今年度40・41歳になる方で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方を対象に、肝炎ウイルス
検査（無料）を実施しています。対象の方には個別にご案内をお送りしています。この機会にぜひ受診しましょう！

開　催　日 場　　所 申し込み先

8月1日（月） 町民健康センター 健康福祉課
☎ 33-1134

8月5日（金） 豊原農村婦人の家 薄井　明美
☎ 32-2151

※事前予約必要
　対象者：30歳以上の町民の方
　自己負担金：30歳～ 74歳　800円
　　　　　　　75歳以上　 　 300円
胃がん検診は2年に1回です。
令和3年度に未受診の方が対象です。

※本人確認のため、運転免許証など
　身分証明書をご持参ください。

一人でも多くの方の協力をお願いします。
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【申込み・問合せ】 　健康福祉課　☎33-1134

予防接種を受けましょう

子育て世代包括支援センターからのお知らせ

令和４年度　健康づくりセミナーのご案内

麻しん風しん混合（MR）予防接種
【ＭＲ１期】：接種日において１歳～２歳の誕生日の前日までの方
　１歳になったら早めに受けましょう。

【ＭＲ２期】：平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれの方（幼稚園等の年長児）
　ＭＲ２期の接種期限は令和５年３月31日までです。
　夏休みの期間を利用して、早めに受けましょう。

　保健師・助産師・保育士等が常駐しており、妊娠・出産・育児・子育
て等に関する電話相談・来所相談を随時受け付けています。いつでもお
気軽にご利用・ご相談ください。

【町民健康センター内　別館ピーチを開放しています】
　利用時間：月曜～金曜（祝日を除く）　
　　　　　　９：00 ～ 16：00
※ 新型コロナウイルス感染症予防のため、体調の悪い方はご利用をお控

えください。利用する方は、手洗いとアルコール手指消毒の実施、マ
スク着用など感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

5月2日はのびのびクッキングで端午の節句の行事食「五目ちまき」を提
供しました。野菜嫌いの子どもたちもパクパク食べていました。また、
一緒に鯉のぼりのついた兜を作り、子どもたちの成長を願いました。

　いつまでも心身共にいきいきと過ごせるよう、みなさんで一緒に健康づくりに取り組んでみませんか。
下記の日程で教室を開催しますので、ぜひご参加ください

時　間  13時30分～15時
場　所  町民健康センター
対　象  町民の方ならどなたでも参加できます
定　員  50名（申し込み先着順）
　　　  ※必ず事前にお申し込みをお願いします。
参加費  無料
持ち物    感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。
　　　  健康手帳（お持ちの方）、筆記用具　　　  
申込先  健康福祉課　☎ 33-1134

※ 感染症対策のため、血圧測定・体組成測
定等は実施いたしませんので、ご了承くだ
さい。

※ 今後の新型コロナウイルス感染症の発生
状況によっては、実施内容が変更・中止と
なる可能性がありますのでご了承ください
ますようお願いいたします。

※ 天候により警報が発令された場合は、教
室が中止となりますのでご注意ください。

日　　程 内　　　容 講　　師
7月20日（水） 検診のススメ　～検査値からわかること～ 多度津町保健師

8月17日（水） 熱中症対策とフレイル予防 大塚製薬株式会社

9月22日（木） 認知症になっても共に暮らせるまちづくり くれよんルーム　岡部　壽子　氏

10月20日（木） 糖尿病予防教室（食事と運動） 四国こどもとおとなの医療センター 
理学療法士　林　宏則　氏
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町の人口

図書館 りだよ
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問 町長公室　☎ 33-1115

   
　多度津町では、新しい財源確保と地域の活性化の
ため、広報たどつまたは多度津町ホームページに掲
載する広告を募集しています。

広 告 募 集

他の課題図書も
ありますので、
図書館に
お問い合わせ
ください。

7月のおはなし会

問 町立明徳会図書館　☎ 32-3246

 新着図書のご案内 

6月1日現在常住人口

人　口
　男　
　女　
世帯数

21,467人　
10,717人　
10,750人　
9,296世帯

（－42）
（－17）
（－25）
（－  7）

小学校低学年
「ばあばにえがおを
　　とどけてあげる」
文：コーリン・アーヴェリス
出版社：評論社

小学校中学年
「111本の木」
文：リナ・シン
出版社：光村教育図書

小学校高学年
「ぼくの弱虫を

なおすには」
作：Ｋ・L・ゴーイング
出版社：徳間書店

中学校
「海を見た日」
作：Ｍ・Ｇ・ヘネシー
出版社：すすき出版

高等学校
「建築家に

なりたい君へ」
著：隈研吾
出版社：河出書房新社

★『ひまわり』
　 7月9日土 14時～14時30分

★『ライブラリーこぐま』
　 7月6日水 10時30分～11時

読書感想文課題図書入りました！一人一冊、貸出期間は一週間です。
大人の方にもおすすめです。

2022.7　広報たどつ 20


